
重要なお知らせ
個人使用回数券有効期限のお知らせ

スポルト青い森グループの管理

期間が終了となり、次の管理者へ

引き継ぎする必要があるため

回数券の有効期限は

令和６年３月３１日まで

となっておりますが

３月２５日～３月３１日

は休館日となります。

３月２４日までに左記の

回数券をご利用ください。

有効期限切れ後はご利用不可となりますので

お気を付けください。


